
自動車整備士合格証書を紛失した場合、同じものの再発行はできません。
合格証書が必要な時は、「合格証明書」が合格証書の代わりとなります。
なお、合格証明書の発行は、大分県において整備士資格を取得した場合に限ります。
よって、発行できるかどうかの確認を致しますので、申請時には事前に電話をお願いします。

【送付先】

  大分県自動車整備商工組合  教育センター 教育指導課

　「合格証明書」の発行は、次の「合格証明申請書」に申請者の現住所と氏名（合格証書
発行時の氏名）をボールペンで記入してください。その他の項目は当会にて記入します
ので記入の必要がありませんが、余白に日中に連絡がとれる電話番号を鉛筆で記入して
おいてください。
　記入後、「合格証明申請書」を、当会教育センターに提出してください。郵送を希望される
場合は、切手を貼った返信用封筒を同封し、下記あてに郵送をお願いします。「合格証明書」
が出来次第、同封された返信用封筒で送り返します。
　なお、返信用封筒は「合格証明書」を折り曲げない場合は、A4サイズの封筒に１４０円
の切手を、折り曲げてもいい場合は、定形サイズの封筒に１１０円切手を貼付してくだ
さい。
　返信用封筒には、ご自分宛の郵便番号、現住所、現氏名を記入しておいてください。
　申請後、「合格証明書」が到着するまでに３週間くらいかかる場合がありますので、ご
了承願います。




